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東
日
本
大
震
災
及
び
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
に
見
舞
わ
れ
た

福
島
県
で
は
、
高
校
新
卒
者
が
厳
し
い
就
職
環
境
に
置
か
れ
て
い
る
。
本
年
七
月
八

日
に
発
表
さ
れ
た
来
年
三
月
卒
業
予
定
の
高
校
新
卒
者
に
対
す
る
求
人
状
況
は
、
前

年
同
期
比
で
全
国
が
九
パ
ー
セ
ン
ト
の
減
少
で
あ
る
の
に
対
し
、
福
島
県
は
四
十
一

パ
ー
セ
ン
ト
の
大
幅
な
減
少
で
あ
り
、
福
島
県
の
復
興
を
担
う
多
く
の
人
材
が
県
外

に
流
出
し
て
し
ま
う
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。 

 

一
方
、
本
年
十
月
か
ら
実
施
さ
れ
る
求
職
者
支
援
制
度
を
具
体
化
す
る
「
職
業
訓

練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
の
就
職
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
が
本
年
五
月
十

三
日
に
成
立
し
た
が
、
五
月
十
二
日
の
参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
け
る
附
帯
決

議
に
お
い
て
、
「
被
災
者
が
早
期
に
生
活
再
建
が
で
き
る
よ
う
、
被
災
者
に
対
す
る

就
労
支
援
な
ど
雇
用
対
策
の
一
層
の
充
実
・
強
化
を
図
る
こ
と
」
と
さ
れ
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。 

 

こ
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
就
職
機
会
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
福
島
県
の
未
就
職
の
高
校

新
卒
者
を
支
援
す
る
た
め
、
求
職
者
支
援
制
度
を
弾
力
的
に
運
用
し
、
月
十
万
円
の

職
業
訓
練
受
講
手
当
を
支
給
し
な
が
ら
、
一
年
間
の
職
業
訓
練
を
実
施
す
る
こ
と
を

内
容
と
す
る
求
職
者
支
援
制
度
の
「
福
島
枠
」
を
創
設
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。 

 

そ
こ
で
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。 

  

一 

職
業
訓
練
受
講
手
当
は
、
本
人
及
び
同
居
又
は
生
計
を
一
に
し
て
い
る
親
、
子
、

配
偶
者
（
以
下
「
世
帯
」
と
い
う
。
）
の
合
計
収
入
が
月
二
十
五
万
円
以
下
で
あ
る

こ
と
、
世
帯
の
金
融
資
産
の
合
計
額
が
三
百
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
等
の
支
給
要
件

が
あ
る
が
、
多
く
の
未
就
職
の
高
校
新
卒
者
が
、
世
帯
の
収
入
や
金
融
資
産
に
よ
り
、

こ
う
し
た
要
件
を
満
た
さ
ず
、
職
業
訓
練
受
講
手
当
を
受
給
で
き
な
い
こ
と
が
予
想

さ
れ
る
。
福
島
県
の
高
校
新
卒
者
の
置
か
れ
た
厳
し
い
就
職
環
境
を
踏
ま
え
、
就
労

支
援
の
一
層
の
充
実
・
強
化
を
図
る
た
め
、
す
で
に
緩
和
さ
れ
て
い
る
不
動
産
所
有

要
件
だ
け
で
な
く
、
前
記
の
要
件
を
例
外
的
に
撤
廃
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の

見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

              

一 

本
年
六
月
九
日
の
記
者
団
の
取
材
に
お
い
て
、
荒
井
大
臣
は
事
務
所
費
問
題
に
つ 

い
て
、「
チ
ェ
ッ
ク
し
た
が
問
題
な
か
っ
た
。
私
の
チ
ェ
ッ
ク
だ
け
で
は
不
十
分
な 

の
で
、
党
に
も
依
頼
し
て
再
度
チ
ェ
ッ
ク
し
て
も
ら
っ
た
が
、
や
は
り
問
題
は
な

い
」、
「
違
法
性
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
「
事
務
所
を
郵
便
物
の

受
け
取
り
に
使
っ
て
い
た
」
と
い
う
報
道
が
あ
る
が
、
実
際
、
一
年
間
に
約
何
件
、

七
年
間
に
約
何
件
の
郵
便
物
の
受
け
取
り
が
あ
っ
た
の
か
。 

 二 

一
の
よ
う
な
使
用
実
態
で
政
治
資
金
報
告
書
の
主
た
る
事
務
所
に
該
当
す
る
の 

か
。
政
治
資
金
規
正
法
の
法
解
釈
一
般
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

三 

こ
の
よ
う
な
活
動
実
態
の
乏
し
い
知
人
の
個
人
宅
を
政
治
団
体
の
主
た
る
事

務 所
と
し
て
届
け
出
、
事
務
所
経
費
を
計
上
す
る
こ
と
は
、
政
治
資
金
規
正
法
第
二
十

五
条
第
一
項
第
三
号
の
「
虚
偽
記
載
」
に
あ
た
ら
な
い
の
か
。
政
治
資
金
規
正
法

の
法
解
釈
一
般
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

  
 

右
質
問
す
る
。 

質 

問 

                   
一
及
び
二
に
つ
い
て 

 
御
指
摘
の
厚
生
労
働
大
臣
の
「
弾
力
的
に
適
用
」
を
す
る
旨
の
答
弁
に
つ
い
て
は
、
既
に
、

緊
急
人
材
育
成
支
援
事
業
に
お
け
る
訓
練
・
生
活
支
援
給
付
金
に
つ
い
て
、
東
日
本
大
震
災
の

被
災
者
が
現
に
居
住
す
る
土
地
・
建
物
以
外
に
土
地
・
建
物
を
所
有
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て

も
、
当
該
土
地
・
建
物
が
被
災
し
た
こ
と
等
に
よ
り
、
そ
れ
を
直
ち
に
換
金
し
て
、
職
業
訓
練

を
受
講
し
て
い
る
間
の
生
活
費
に
充
て
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
つ
い
て
、
支
給
の
対
象
に
な

り
得
る
と
の
取
扱
い
を
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
平
成
二
十
三
年
十
月
か
ら
実
施
す
る
求
職

者
支
援
制
度
に
お
け
る
職
業
訓
練
受
講
手
当
に
つ
い
て
も
、
被
災
者
の
実
情
に
応
じ
た
措
置
を

講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
旨
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
制
度
開
始
前
の

九
月
中
に
は
明
ら
か
に
し
て
ま
い
り
た
い
。 
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二 

本
年
八
月
一
日
の
参
議
院
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
委
員
会
に
お
い
て
、
私
が

一
の
提
案
を
し
た
と
こ
ろ
、
厚
生
労
働
大
臣
は
求
職
者
支
援
制
度
に
つ
い
て
「
弾
力

的
に
適
用
」
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
と
答
弁
し
た
。
ま
た
、
来
年
春
卒
業
予
定
の
高

校
生
が
就
職
で
き
な
い
と
き
に
は
「
積
極
的
な
対
応
」
を
し
て
ま
い
り
た
い
と
答
弁

し
た
。
本
年
九
月
頃
か
ら
就
職
活
動
が
始
ま
る
高
校
卒
業
予
定
者
の
不
安
を
解
消
す

る
た
め
、
こ
の
「
弾
力
的
に
適
用
」
及
び
「
積
極
的
な
対
応
」
に
つ
い
て
、
そ
の
具

体
的
内
容
を
早
期
に
決
定
し
発
表
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
そ
の
時
期
を
明
確

に
示
さ
れ
た
い
。 

  
 

 

右
質
問
す
る
。 

質 

問 

 

御
指
摘
の
収
入
及
び
金
融
資
産
に
関
す
る
要
件
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
被
災
者
に
一
定
の

収
入
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
訓
練
受
講
中
の
生
活
費
に
充
て
る
こ
と
が
可
能
と
考
え

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
場
合
に
も
支
給
の
対
象
と
な
り
得
る
こ
と
と
す
る
こ
と
は
問
題

が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

 

ま
た
、
御
指
摘
の
厚
生
労
働
大
臣
の
「
積
極
的
な
対
応
」
を
す
る
旨
の
答
弁
に
つ
い
て

は
、
被
災
地
に
お
い
て
実
施
し
て
き
た
就
職
支
援
の
取
組
に
加
え
、
全
国
の
都
道
府
県
労

働
局
及
び
公
共
職
業
安
定
所
に
お
い
て
被
災
地
の
高
校
生
の
た
め
の
求
人
開
拓
等
を
実
施

し
、
主
要
経
済
団
体
等
に
対
し
て
被
災
地
の
高
校
生
の
採
用
枠
の
拡
大
を
要
請
す
る
等
、

被
災
地
の
高
校
生
が
高
等
学
校
を
卒
業
す
る
ま
で
に
就
職
先
を
決
定
で
き
る
よ
う
、
積
極

的
な
就
職
支
援
に
努
め
る
と
と
も
に
、
今
後
、
卒
業
ま
で
に
就
職
先
を
決
定
で
き
な
い
者

に
対
し
て
は
、
ジ
ョ
ブ
サ
ポ
ー
タ
ー
に
よ
る
集
中
的
な
支
援
を
行
う
な
ど
、
被
災
者
の
実

情
に
応
じ
た
真
に
有
効
な
就
職
支
援
策
を
幅
広
く
検
討
し
て
い
く
旨
を
述
べ
た
も
の
で
あ

り
、
支
援
策
の
具
体
的
内
容
は
、
平
成
二
十
三
年
度
第
三
次
補
正
予
算
に
お
け
る
対
応
を

含
め
検
討
し
、
来
春
卒
業
予
定
の
高
校
生
の
就
職
先
の
決
定
状
況
等
を
踏
ま
え
て
、
適
切

な
時
期
に
示
し
て
ま
い
り
た
い
。 

政 
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